
令和 5 年度第 1 回長洲町農業委員会臨時会会議録  

 

１．招集年月日  令和 5 年 11 月 1 日（水）  

２．招集の場所  長洲町役場 ３階（中会議室）  

３．開会  令和 5 年 11 月 1 日午後 3 時 00 分  

４．出席農業委員は次のとおりである。  

   会長  中嶋 英徳    ２番 石井  裕    3 番 上野 美登  

4 番  菊本 耕二     5 番 吉田 一明    6 番 池上 一也    

 7 番  宮本 静子     8 番 坂本 敦子    9 番 坂井 隆浩  

 10 番 上田 正三  

５．欠席農業委員は次のとおりである。  

         

６．議事参与が制限された委員数は次のとおりである。  

   ０名  

７．本定例会に職務のため出席した者は次のとおりである。  

   農業委員会事務局 局長 吉田 泰滋  

   農業委員会事務局 書記 前田  敦  

   農業委員会事務局 書記 濵井 翔太  

   農林水産課 課長補佐  馬場 隆輔  

 

８．提出議案  

   ・日程第 1 長洲町農業委員会会長の互選について  

・日程第 2 長洲町農業委員会会長職務代理者の互選について  

・日程第 3 議席の決定について  

   その他         



（吉田事務局長） 

時間前ですけれども、皆さんお揃いですので、始めさせていただきます。起立等の号令か

ら、かけさせていただきます。 

起立・・・礼・・・着席 

それでは、ただ今から令和 5年度第 1回長洲町農業委員会臨時総会を開会いたします。 

はじめに、中逸町長のほうから、皆様への任命状の交付を行わせていただきます。 

皆さんの場所へお伺いして交付させていただきますので、その場に来たらご起立のうえ受

領していただけたらと思います。よろしくお願いします。 

・上野美登（うえの みと）さん   ・坂本敦子（さかもと あつこ）さん 

・上田正三（うえだ まさみ）さん  ・吉田一明（よしだ かずあき）さん 

・菊本耕二（きくもと こうじ）さん ・池上一也（いけがみ かずや）さん  

・坂井隆浩（さかい たかひろ）さん ・石井裕（いしい ゆたか）さん 

・中嶋英徳（なかしま ひでのり）さん・宮本静子（みやもと しずこ）さん 

それでは ここで、中逸町長からご挨拶を申し上げます。 

（中逸博光町長） 

皆様 改めてこんにちは。本日は、大変お忙しい中令和 5 年度第 1 回長洲町農業委員会

臨時総会にご出席を賜り本当にありがとうございます。また委員の皆様には、日頃より長洲

町の農業行政にご支援とご協力を賜ると共に、この度皆様に快く委員を引き受けていただ

き心より御礼申しあげます。これから、3年間の任期となりますが、どうぞよろしくお願い

申し上げます。農業委員の皆様には、農地利用状況調査や農地の利用集積、集約化を諮り遊

休農地の発生防止、解消活動など多岐に渡る業務を担っていただいておるところでござい

ます。長洲町におきましてもこれまでの人・農地プランの取組みから今後の地域計画の策定

に向けて、まずは目標地図の素案作成に取組んでおるところでございます。委員の皆様にお

かれましても地域の代表といたしまして、是非ご協力を賜り、長洲町の農業振興のためご尽

力を賜る様お願い申し上げます。最後になりますが、委員の皆様にはご健康に充分ご留意さ

れ今後のご活躍とご多幸とご祈念を申し上げ、簡単ではございますが挨拶に代えさせてい

ただきます。これからも どうぞよろしくお願い申し上げます。 

（吉田事務局長） 

ありがとうございました。なお、中逸町長は別公務のため退席されます。 

（吉田事務局長） 

それでは、ここでまず、自己紹介を行いたいと思っております。 

（自己紹介） 

ありがとうございました。このメンバーで 3 年間やっていきたいと思いますので、是非

よろしくお願いしたいと思います。 

それでは、議題ですけど、それを入ります前にちょっと簡単なオリエンテーションですね。

という形でちょっと今日の流れを説明したいと思います。まあそもそも農業委員とはなん



ぞやという当たりについてやってしまうとかなり時間がかかりますので、今日ちょっと決

めなきゃいけないというのを、皆さんにお話した上で、もう委員の皆さんに議決をいただく

形で、今日大事な事は 2点あります。それでは、進めさせていただきます。今から行うこと

が、まあ先ほど任命状をそれぞれ交付させていただきまて、皆さん正式に委員として任命さ

れるという形になりました。ここで、今日は まず会長さん 農業委員会の会長、それと副

会長と言われる職務代理者の方を皆さんで決めていただく流れの議題を今から行います。

それが、一旦終わってですね、また 事務の都合上 もう一回開催しなおすという形なんで、

若干 2～3分休憩を挟むかたちで、また開きなおして、先ほど坂井さんの方から説明があっ

た推進委員さんという方がまたおられます。最適化推進委員と言われる方が、農業委員の他

に 8 名いらっしゃいます。その方を今候補者があがってきてますので、その方を今日皆さ

んで選任というのが、法律上定められてますので、そちらを選任していただきます。大きく

この 2 件を今日進める必要がございますので、まだ分からんぞというところもあるかもし

れませんが、事務局の方でサポート・リードしてまいりたいと思いますので、ご協力よろし

くお願いしたいと思います。 

それでは、臨時総会の議事を進めていきたいと思います。 

本日の出席委員は 10 名中 10 名であり、定足数に達しておりますので、総会は成立する

ことをご報告させていただきます。 

また、会議の議事録署名人が必要になりますが、まだ決まっておりませんので、こちらの

方から議席番号に応じて決めたいと思います。議席番号も後で決めますので、最後にその番

号の方は署名をしていただくことになります。今日の内容を署名していただくという形に

なりますので、よろしくお願いします。 

（吉田事務局長） 

それでは議事を進めてまいります。議事進行は長洲町農業委員会会議規則第 5 条の規定

により会長が行うこととなっております。しかし、まだ会長が決まっておりませんので、臨

時議長を選任する必要がございますが、事務局指名でよろしいでしょうか。 

それでは、最年長という事で、申し訳ありませんが、池上委員の方に臨時議長をお願いし

たいと思います。よろしくお願いします。 

（池上委員） 

私が最年長という事でなにも分かりませんけど、臨時議長をさせていただきます池上で

す。どうぞよろしくお願いいたします。それでは会長が決まりますまで、臨時議長を務めさ

せていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

議事に入ります。議案書の 1 ページです。「日程第 1 長洲町農業委員会会長の互選につ

いて」です。事務局より説明をお願いします。 

（吉田事務局長） 

日程第 1 農業委員会等に関する法律第 5 条第 2 項の規定に基づき長洲町農業委員会の

会長を互選する必要がございます。互選の方法といたしましては、選挙による方法や指名推



薦等ございますが、決め方についてお伺いしたいと思いますが、いかがいたしますでしょう

か・・・。 

（池上委員） 

事務局の案があれば、お願いします。 

（吉田事務局長） 

事務局に一任で、よろしいですか。 

はい。の声あり 

（吉田事務局長） 

はい。ありがとうございます。 

（池上委員） 

長洲町農業委員会会長に 中嶋委員とすることでよろしいでしょうか。 

はい。の声あり 

（池上委員） 

 それでは、新会長のご挨拶をお願いします。 

（中嶋新会長） 

 それでは、皆さんこんにちは。任命ということでございますので、私が一番長く先ほど言

いましたように、3期目ということで、そういう形で任命がなされたのかなあとおもいます

ので、よろしくお願いします。先ほど言いましたとおり、何が 1番農業委員でという事は、

まだ皆さん達と勉強していくというのも、ひとつなんですけど、まあ現地確認とか、それと

後はですね、議案が出たときに、その議案のその現地を見に行って、自由に協議をしていい

のか、悪いのかというのを決めるという事が、基本です。で、それはですね、スムーズにし

ていけば、農業委員はできるのかなあという形で思っております。また、新しい国からの事

業関係があれば、それがひとつずつまた変わっていくところもあるかなあということで思

いますけど、それは、事務局と話し合いをしながら、進めていけばと思います。何か分から

ないことがあれば、課長もおりますし、前田さんもおりますし、相談しながら進めていけれ

ばなあと思います。また 今後の 3年間よろしくお願いしたいと思います。 

（池上委員） 

ありがとうございました。無事に、会長が決定しましたので、今後の議事は新会長に引き

継ぎたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。  

（吉田事務局長） 

池上委員さん、大変お世話になりました。 拍手をお願いします。     

（吉田事務局長） 

会長が決定いたしましたので、長洲町農業委員会会議規則第 5 条の規定に基づき、会長

は会議の議長となりますので、以降の議事進行は中嶋会長にお願いをいたします。 

（中嶋新会長） 

はい、議事に入ります。議案書の 2 ページです。「日程第 2 長洲町農業委員会会長職務



代理者の互選について」です。 

事務局より説明を求めます。 

（吉田事務局長） 

それでは、日程第 2 農業委員会等に関する法律第 5 条第 5 項の規定に基づき長洲町農

業委員会の会長職務代理者を互選する必要がございます。 

互選の方法といたしましては、先ほどと同様なんですけれども、いかがでしょうか、もう事

務局案でよろしゅうございますか。 

はい。の声あり 

（吉田事務局長） 

ありがとうございます。 

（中嶋新会長） 

ありがとうございました。長洲町農業委員会会長職務代理者に石井委員とすることでよ

ろしいでしょうか。 

はい。の声あり 

（中嶋新会長） 

それでは、新会長職務代理者のご挨拶をお願いいたします。 

（石井委員） 

 石井です。よろしくお願いします。私もまだ 2期目なのでですね、さっき言うたごつ、あ

まりですね。鷲ノ巣の方って言うのは、土地の移動とかなんとかはほとんどないんですよ。

青地なんだもんだけんが、まず、現場に行くとかなんとか 1回か 2回しかないんですよね。

意見って言うのは、こないんですよ。まあ、よろしくお願いします。 

（中嶋新会長） 

ありがとうございました。 

（中嶋新会長） 

それでは、次に進ませていただきます。議案書の 3 ページです。「日程第 3 議席の決定

について」です。 

事務局より説明を求めます。 

（吉田事務局長） 

日程第 3 皆様の議席を決定する必要がございますので、議席につきましては、長洲町農業

委員会会議規則第 8 条に、議席はあらかじめくじで定めると規定がございますので、くじ

で議席の方を決定させていただきたいと思います。 

なお、会長を 1番、会長職務代理者を 2番と致しますので、会長、会長職務代理者以外の方

で 3番から 10番までのくじを今から引いていただきますので、別に番号がどうって事はあ

りませんので、議席番号っていう形で、気軽に引いていただけたらと思います。よろしくお

願いいたします。 

（くじの配布） 



あらためて、議席を申し上げます。 

1番 会長  中嶋委員   2番 会長職務代理者 石井委員 

3番     上野委員   4番         菊本委員   5番   吉田委員 

6番     池上委員   7番         宮本委員   8番   坂本委員 

9番     坂井委員   10番         上田委員 

よろしいでしょうか。議席の順番に移動をお願いいたします。 

（中嶋新会長） 

それでは、議事録署名人を確認いたします。 

議事録署名人は 3番  上野委員、と 4番  菊本委員にお願いいたします。 

（中嶋新会長） 

以上で、提出議案はすべて終了いたしました。委員の皆様からその他、ご意見、ご質問が

ございましたらお答えします。 

ありません。の声あり 

（中嶋新会長） 

よろしいでしょうか。これをもちまして、令和５年度第 1 回長洲町農業委員会臨時総会

を閉会いたします。 

（吉田事務局長） 

起立・・・礼・・・着席 

 

            閉会（終了 午後 3時 29分） 

 

 

 

以上、会議録の顛末を記録し、相違ないことを証するため、ここに議長と共に署名する。 

 

 

議  長                印 

 

 

署名委員                印 

 

 

署名委員                印 


